
 

 

 

認可保育所・幼稚園・認定こども園 入所・入園申し込みについて     

中標津町内の認可保育所、幼稚園、幼稚園型認定こども園の申し込みをする場合は、町から教育・保

育認定（１・２・3号）を受ける必要があります。 

認定区分（１・２・３号）や、利用希望施設により、申し込みの時期や方法が異なります。 

なお、新制度に移行していない施設については、各施設に確認してください。 

■教育・保育の認定 

認定区分 認定の基準 利用先 申込先 

１号認定 

（教育標準時間認定） 

満３歳以上の学校教育のみを希望していて、保

育の必要性がない就学前の子ども 

幼稚園 

認定こども園 

入園を希望する幼稚

園または認定こども園 

２号認定 

（保育認定） 

満３歳以上で、保育の必要性があり、保育所等

での保育を希望する就学前の子ども 

保育所 

認定こども園 
役場子育て支援室 

子育て支援管理係 

1 階④番窓口 

 
３号認定 

（保育認定） 

満３歳未満で、保育の必要性があり、保育所等

での保育を希望する就学前の子ども 

保育所 

認定こども園 

地域型保育所※ 

● 新年度の教育標準時間認定（１号）を受ける場合の入所の流れ 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 新年度４月 

       

       

       

       

● 新年度の保育認定（2・3号）を受ける場合の入所の流れ 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 新年度４月 

       

       

       

       

※新年度申込の詳細は毎年１０月・１１月の町広報紙で案内します。 

 ※育児休業等により翌年度途中からの入所を希望する場合も 11月～12月末の受付期間に申し込みを受け

付けています。 

 ※翌年度中に町外の施設の利用を希望する場合は、11月中に役場子育て支援室にご相談ください。 

 ※必要に応じて随時申し込みを受け付けますので、申請は各施設又は役場子育て支援室までご相談ください。  

１０月～ 申請書配布 

 
11月～12 月下旬 

入所申込の受付 

２月上旬～ 

入所審査・面接 

3 月中旬  

認定証交付 

入園決定 

１０月～  

申請書配布  

 11月上旬 

入所申込の受付 

（各施設にて） 

２月上旬～ 

１日入園 

１２月下旬 

認定証交付 

入  所 

３月中旬～下旬 

入園説明会 

入  所 


